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別 添 

へき地保健医療対策において先進的な取組みをしている都道府県の事例集 
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長崎県の離島・へき地医療は、主に長崎県、関係市町、長崎大学、国立長崎医療センター、長
崎県病院企業団、離島の公設診療所などが有機的に連携してマネジメントされている。こうした
地域医療を支える県の養成医制度として、長崎県医学修学資金貸与制度（昭和45年創設）と自治
医科大学派遣制度（昭和47年創設）があり、この制度で養成された医師は国立病院機構長崎医療
センターと長崎県病院企業団の基幹病院で初期臨床研修を受け、主に離島にある長崎県病院企業
団病院に勤務する。標準的な義務年限は、研修期間も含めて医学修学資金貸与制度が12年、自治
医科大学派遣制度が9年で、義務期間の途中で希望する医療施設においてそれぞれ1年間の再研
修、再々研修を受けることができる。 
  
長崎県離島・へき地医療支援センター（以下、支援センター）は、従来の長崎県へき地医療支
援機構の業務に加え、代診医の派遣や常勤医師を確保することで、主に離島の公設診療所を支援
する目的で設置された。この支援センターの特色ある支援事業として、「ドクターバンク事業」と
「しますけっと団医師斡旋事業」がある。 
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「ドクターバンク事業」では、離島の市町からの要請に応じて、全国から診療所常勤医師を公
募し、県職員として採用した上で診療所へ派遣する。2年間を1単位として、1年半の離島診療所
勤務の後は、希望に応じて半年間の有給の自主研修が保証されている。また、常に支援センター
の専任医師が相談に応じる体制となっており、こうした連携強化によってチームで離島・へき地
の医療を支えるという意識を育み、常勤医師の負担軽減を図っている。診療所常勤医師の募集の
ため、支援センターが主体となって毎年定期的に都市部で医師募集説明会を開催している。 
  
「しますけっと団医師斡旋事業」は、離島・へき地の市町から代診医派遣要請を受け、支援セ
ンターが「しますけっと団」に登録した医師あるいは医療機関を調整して斡旋する事業である。
常勤医師の学会出張や休暇、病気の際の代診、そして専門外の医療分野の診療応援などを行うこ
とで、常勤医師を支援するシステムである。 
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２．高知県へき地医療協議会 

 
高知県のシステムは、「人の輪」で構成されている。 
 自治医科大学卒業医師を受入れている市町村の間の格差を解消し、どの市町村に赴任しても同じ条件で、
かつ気持ちよく勤務ができる環境を作ることを目的として、市町村の枠を越えた横のつながりを持つ組織と
して、昭和61年に「高知県自治医科大学卒業医師勤務市町村等連絡協議会」が設置され、さまざまな課題
について議論することとなった。これにより、自治医科大学卒業医師と受けいれる市町村、医師を派遣し市
町村を指導する立場の県が、相互理解を深めることが可能になった。県内のへき地医療機関における勤務の
条件が均一となり、各市町村から一定の負担金を拠出してもらうことで「在籍出向」の形で後期研修を行う
システムが確立した。 
 続いて、自治医科大学以外を卒業した医師にも、協議会に参加してもらうために「脱自治医大」のキーワ
ードのもと、平成10年に名称が「高知県へき地医療協議会」に変更された。 
それを機に当初、自治医科大学卒業医師のみで発足した協議会の医師部会も「高知諸診医会」と改組され
て今日に至っている。 
いまだ、自治医科大学卒業医師が中心ではあるが、高知大学の出身者も含んだ「高知諸診医会」が、高知
県、各市町村の三者で、「三権分立」と表現されている対等な立場でマネジメントをしていることが特徴で
ある。 
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３．新潟方式 

 
 
新潟は、「大学主導による、県との連携を持ったへき地への医師の配置」と言うことができる。 
まず、前提として、以下の３つが新潟県の特徴としてあげられる。 
１．自治医科大学卒業医師のほとんどが新潟大学に入局すること 
２．ほかの県と違って、新潟大学の医局の組織の力がしっかり残っていること 
３．新潟大学の内部に「自治医科大学卒業医師は同じ仲間である。」という認識があること 
 上記の前提のもとで、図にキーパーソンと示した人物が、新潟大学と新潟県の間、現在は福祉保健部を中
心として県と大学の間をうまく調整することによって派遣先をきちんと確保しており、義務内のへき地勤務
を行っている。義務年限終了を待って大学で研究を行って学位を取得することや、専門医の資格を得ること
もできるようになっている。義務後も医局の人事で県内のへき地医療機関に赴任して、その後、キャリアデ
ザインの最終段階としては中小の県立病院の病院長職等が考えられている。 
 
以上のことから、医師が誇りを失わずに帰属できる場所があり、それが構造として維持されていれば、キ
ャリアデザインがうまく機能するということが言えると考えられる。 
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４．鹿児島方式 
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